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◆消費税率の5%から8%への引き上げが刻々と迫るな
か、テレビや雑誌などで消費税率の引上げが話題となる
シーンが目立つようになってきた。◆日常の生活のなか
でも消費税率引上げを実感する機会が増えてきた。近所
のスーパーでも表示価格の「税抜き表示」がスタート。

「税抜き表示」を初めて見た際に「これ安い！」と思わず勘違いをし
てしまった消費者は私だけではないはずだ。◆消費税転嫁対策法に
より平成29年3月までの期限付きで復活した「税抜き表示」。消費
税の適正な転嫁という趣旨は理解できるものの、「税抜き表示」に慣
れるまでにはまだ時間がかかりそうだ。 （SAK）
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今 週 の 専 門 用 語

特定供給事業者
　

社会保障の増加と消費税収
　社会保障費用の増加要因として、制度（政策）増と自然増が挙げられる。このうち
制度（政策）増については、今回の社会保障・税一体改革における消費税率5%引上
げのうち1%分（2.8兆円程度）が手当てされ、残り4%分（11.2兆円程度）は社
会保障の安定化（自然増への対応等）に充てられる予定。なお、消費税法では消費税
収の使途が社会保障に限定され、社保制度改革推進法は、社会保障給付に要する費用
に係る国等の負担の主要な財源には消費税収入を充てるとしている。

グリーンシート銘柄制度
あ　グリーンシート銘柄制度とは、平成９年に日本証券業協会により創設された非上場
株式等の投資勧誘および売買制度である。もともとは上場基準のハードルが高かっ
たことから基準を低くしてより多くの企業が資金調達を可能にすることが目的とされ
ていた。しかし、銘柄数は平成16年の96社を最高に平成25年３月末時点では37
銘柄と減少。売買高も低迷している。その背景には、新興市場の上場基準が引き下げ
られたことやインサイダー規制の対象であることなどが要因として挙げられている。

　消費税の転嫁拒否等を禁止する転嫁対策法上、“被害者”となる事業者のこと。具
体的には、①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者、②資本金
等の額が3億円以下である事業者、③個人事業者、人格のない社団等を指す。転嫁対
策法3条では、同法上の“加害者”となる特定事業者（大規模小売業者、資本金等の
額が3億円以下の事業者・個人事業者等から継続して商品又は役務の供給を受ける法
人事業者）が特定供給事業者に対して消費税の転嫁拒否等を行うことを禁止している。
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